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靏
岡
御
神
領 

往
還
幷

谷
々
小
道
分
間
図
（
鶴
岡
八
幡
宮
蔵
）
に
つ
い
て  

浪
川 

幹
夫
（
鎌
倉
国
宝
館
学
芸
員
） 

  
 

は
じ
め
に 
―
『
靏
岡
御
神
領 

往
還
幷

谷
々
小
道
分
間
図
』
の
概
要
と
特
徴
に
つ
い
て
― 

 

『
靏
岡
御
神
領 

往
還
幷

谷
々
小
道
分
間
図
』
は
、
紙
本
著
色
の
絵
図
で
あ
る
（
以
下
『
靏

岡
御
神
領
等
図
』
ま
た
は
本
絵
図
と
表
記
す
る
〔
図
１
・
２
〕
）
。
表
題
に
も
あ
る
江
戸

時
代
鶴
岡
八
幡
宮
の
「
靏
岡
御
神
領
」
の
ほ
か
、
鎌
倉
各
村
間
の
往
還
、
谷
（
谷
戸
）
や

小
道
に
つ
い
て
描
い
た
も
の
と
さ
れ
、
平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）
二
月
十
五
日
に
鎌
倉

市
指
定
有
形
文
化
財
と
な
っ
た
。
本
絵
図
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
三
浦
勝
男
編
『
鎌
倉
の

古
絵
図
Ⅲ
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
た
び
の
文
化
財
指
定
に
あ
た
り
、
詳
細
調

査
を
実
施
し
た
。
そ
の
際
、
描
か
れ
た
谷
戸
や
山
稜
、
寺
社
及
び
廃
寺
の
名
称
な
ど
多
く

の
情
報
が
得
ら
れ
た
の
で
、
文
化
財
指
定
理
由
書
を
基
調
と
し
て
、

※

本
絵
図
の
制
作
年
代

や
つ
く
ら
れ
た
目
的
、
図
に
描
か
れ
た
鶴
岡
八
幡
宮
供
僧
十
二
院
の
こ
と
、
さ
ら
に
は
特

記
す
べ
き
図
中
表
記
等
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 

『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
は
、
縦
三
〇
〇
・
〇
㎝
、
横
四
一
四
・
〇
㎝
と
大
型
で
、
袖
書

に
は
表
題
の
ほ
か
「
図
式
曲
尺
五
分
十
間
五
厘
一
間

三
寸
一
町

」
と
あ
る
。
縮
尺
を
曲
尺
で
五
分
を
十

間
、
五
厘
を
一
間
、
三
寸
を
一
町
と
し
、
樹
木
の
形
や
、
図
中
表
記
の
筆
跡
な
ど
は
、
嘉

永
三
年
（
一
八
五
〇
）
の
『
光
明
寺
境
内
図
』
や
同
四
年
の
『
英
勝
寺
境
内
絵
図
』
等
に

似
る
。
村
々
の
境
界
が
は
っ
き
り
と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
記
載
さ
れ
た
各
種
名
称
以

外
に
も
、
往
還
沿
い
に
連
な
る
家
並
み
と
木
々
や
河
川
、
谷
戸
の
位
置
・
形
状
を
詳
ら
か

に
描
い
て
い
る
。
さ
ら
に
本
絵
図
に
は
朱
線
が
引
か
れ
、
供
僧
十
二
院
と
巨
福
呂
坂
旧
道

辺
、
「
御
社
内
」
を
包
み
、
鶯
ヶ
谷
峰
上
か
ら
「
松
源
寺
」
（
現
鎌
倉
市
川
喜
多
映
画
記

念
館
敷
地
一
帯
）
の
手
前
、
若
宮
大
路
と
続
い
た
あ
と
、
「
稲
瀬
川
落
口
」
手
前
ま
で
の

由
比
ガ
浜
（
現
在
の
由
比
ガ
浜
地
区
。
本
稿
で
は
便
宜
上
、
由
比
ガ
浜
と
表
記
す
る
）
と
、

そ
の
反
対
側
の
「
閻
魔
川
」
沿
い
、
乱
橋
材
木
座
村
西
側
一
帯
を
取
り
囲
ん
で
い
る
。 

 

本
絵
図
は
、
縮
尺
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
多
く
の
表
記
が
あ
る
反
面
、
鎌
倉
各
村
間
で

は
そ
の
数
や
配
置
等
に
偏
り
が
あ
る
。
鶴
岡
八
幡
宮
境
内
は
「
御
社
内
」
と
記
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
諸
堂
社
は
窺
え
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
雪
ノ
下
村
や
小
町
村
、
扇
ヶ
谷
村
で
は

谷
戸
や
寺
社
な
ど
の
名
称
が
数
多
く
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
二
階
堂
村
以
東
や

大
町
村
と
乱
橋
材
木
座
村
、
極
楽
寺
村
で
は
表
記
が
少
な
く
、
由
比
ガ
浜
方
面
と
長
谷
村

は
「
三
ノ
鳥
居
」
や
「
無
常
堂
」
の
ほ
か
に
「
従
是
西
長
谷
村
」
「
観
音
」
と
記
さ
れ
る

の
み
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
極
楽
寺
村
で
は
表
記
以
外
に
付
箋
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
金
山
」

や
「
下
手

へ

た

ヶ
久
保

く

ぼ

」
な
ど
で
、
し
か
も
そ
の
内
の
「
馬
場
ヶ
谷
」
や
「
新
宮
ヶ
谷
」
は
位

置
が
違
っ
て
い
る
（
付
箋
に
書
か
れ
た
「
馬
場
ヶ
谷
」
は
西
ヶ
谷
の
間
違
い
）
。
こ
の
ほ

か
、
「
横
手
ヶ
原
」
の
西
側
で
は
「
音
無
川
落
口
」
以
西
を
欠
失
す
る
。
こ
の
先
に
も
続

紙
が
あ
っ
た
が
、
「
音
無
川
落
口
」
の
上
部
に
は
大
き
く
「
西
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

欠
失
し
た
紙
面
に
は
地
図
は
続
い
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
制
作
年

代
や
制
作
者
名
な
ど
、
本
絵
図
に
纏
わ
る
情
報
が
書
か
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

し
て
、
こ
の
ほ
か
の
特
徴
と
し
て
は
、
と
く
に
扇
ヶ
谷
村
の
部
分
で
天
保
三
年
（
一
八
三

二
）
五
月
の
『
扇
ヶ
谷
村
絵
図
』
の
表
記
と
多
く
の
部
分
で
一
致
す
る
。
同
村
絵
図
は
、

明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
の
扇
ヶ
谷
山
論
の
と
き
制
作
さ
れ
た
も
の
が
、
文
政
四
年
（
一

八
二
一
）
に
鶴
岡
八
幡
宮
の
大
火
で
焼
失
し
た
た
め
再
度
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
。 

 
と
こ
ろ
で
、
同
宮
が
鎮
座
す
る
雪
ノ
下
村
に
つ
い
て
は
、
嘉
永
三
年(

一
八
五
〇)

の
『
村

明
細
帳
』
に
よ
る
と
、
同
村
の
構
成
は
、
御
料
百
姓
が
九
軒
、
同
宮
の
社
領
百
姓
が
六
五

軒
、
同
社
家
が
三
八
軒
で
、
朱
線
で
示
さ
れ
た
範
囲
の
同
宮
門
前
界
隈
に
は
、
社
家
と
神

領
百
姓
の
一
部
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
「
靏
岡
御
神
領
」
は
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
三

月
の
『
鎌
倉
拾
参
箇
村
御
公
料
寺
社
領
高
辻
覚
』（
鎌
倉
国
宝
館
蔵
）
で
は
総
貫
高
は
「
高

(

３) 

(

４) 

（
１
） 

（
２
） 
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八
百
四
拾
貫
四
百
五
十
文
」
で
、
「
雪
之
下
村
」「
扇
谷
村
」「
乱
橋
村
」「
大
町
本
郷
村
」

「
浄
明
寺
村
」
の
五
ヶ
村
に
所
在
し
た
と
あ
り
、
明
治
初
年
の
『
旧
高
旧
領
取
調
帳
伊
豆
相

模

』
（
明
治
大
学
図
書
館
蔵
）
に
見
え
る
同
宮
神
領
が
所
在
し
た
村
落
は
、
「
雪
ノ
下
村
」

「
扇
ヶ
谷
村
」
「
乱
橋
材
木
座
村
」
「
大
町
村
」
「
浄
明
寺
村
」
「
極
楽
寺
村
」
の
六
ヶ

村
で
あ
っ
た
。
こ
の
五
ヶ
村
（
あ
る
い
は
六
ヶ
村
）
は
両
史
料
の
記
述
か
ら
、
他
の
寺
社

や
幕
府
代
官
支
配
所
と
の
相
給
（
入
会
知
行
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

 

こ
れ
ら
「
靏
岡
御
神
領
」
が
所
在
す
る
村
々
の
う
ち
、
雪
ノ
下
村
に
は
東
海
道
戸
塚
宿

か
ら
鎌
倉
ま
で
の
脇
往
還
の
継
立
場
が
あ
っ
た
。
鎌
倉
各
村
は
、
同
宮
の
公
的
行
事
の
た

め
通
行
す
る
役
人
用
と
し
て
同
村
と
戸
塚
宿
間
の
継
立
を
行
う
こ
と
が
義
務
と
さ
れ
、
こ

の
ほ
か
に
も
、
宮
や
公
家
、
門
跡
の
関
東
下
向
に
際
し
行
わ
れ
た
同
宮
参
拝
の
た
め
、
人

馬
の
提
供
が
課
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
の
ち
に
、
海
防
警
固
の
関
係
で
三
浦
半
島
に
陣
屋
が

建
設
さ
れ
る
と
、
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
頃
に
は
長
谷
村
に
も
継
立
場
が
設
置
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
幹
線
と
な
る
往
還
と
、
そ
の
間
を
走
る
小
道
に
つ
い
て
詳
ら
か
に
描
い
て
い
る

こ
と
も
本
絵
図
の
大
き
な
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。 

 

※
本
稿
は
鎌
倉
市
文
化
財
課
が
作
成
し
た
、
本
絵
図
に
係
る
文
化
財
指
定
理
由
書
（
馬
場
弘
臣
元
市

文
化
財
専
門
委
員
作
成
）
を
基
調
と
し
て
執
筆
し
た
。 

 

『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
の
推
定
制
作
年
代
と
つ
く
ら
れ
た
目
的
に
つ
い
て 

 
 

⑴
制
作
年
代
の
再
検
討 

 

『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
の
作
者
に
つ
い
て
『
鎌
倉
の
古
絵
図
Ⅲ
』
は
、
図
中
表
記
の

筆
跡
と
、
山
や
樹
木
の
描
法
な
ど
か
ら
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
の
『
光
明
寺
境
内
図
』 

や
同
四
年
の
『
英
勝
寺
境
内
絵
図
』
に
記
さ
れ
た
両
図
の
作
者
金
子
精
之
助
忠
矩

た
だ
の
り

（
出
自

や
事
績
は
未
詳
）
と
推
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
で
は
ほ
と
ん
ど

の
樹
木
が
墨
地
に
緑
色
を
重
ね
て
い
る
の
に
対
し
『
光
明
寺
境
内
図
』
と
『
英
勝
寺
境
内

絵
図
』
は
墨
一
色
で
表
現
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
こ
の
二
幅
の
絵
図
に
は
耕
作
地
に
区
画
が

あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
画
内
に
寺
院
や
農
民
等
土
地
所
有
者
の
名
が
記
入
さ
れ
て
い
る

反
面
、
『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
に
そ
れ
が
な
い
な
ど
、
こ
れ
ら
の
特
徴
に
差
が
生
じ
て
い

る
。
そ
こ
で
こ
の
項
で
は
、
本
絵
図
の
推
定
制
作
年
代
を
補
強
す
る
目
的
で
、
図
中
に
記

載
さ
れ
た
要
素
を
も
と
に
検
討
す
る
。 

 

本
絵
図
の
「
寿
福
寺
」
の
脇
に
記
さ
れ
た
「
相
馬
天
王
」
は
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）

六
月
『
天
王
社
御
造
営
神
輿
再
建
控
』
（
八
坂
大
神
蔵
・
市
指
定
文
化
財
）
に
、 

当
村
ノ

氏
神
者
往
昔
勧

＿二

請
シ
テ

相
馬
次
郎
」
師
常

ヲ一

奉
レ

称
二

天
王

ト一

、
建
二

叢
祠
ヲ

於
巽

ノ

荒
神
ノ

」
辺

ニ一

矣
、
不
レ

知
何
ノ

年
カ

換
テレ

地
ヲ

安
＿二

置
ス
ル
コ
ト

祠
ヲ

於
泉
」
谷
網
引
地
蔵

山
ノ

西
ノ

麓
ノ

岩
窟

ニ一

歳
尚
シ

矣
、
」
地
形
徧
狭
ニ
シ
テ

朝
参
暮
詣
善
男
善
女
悉
ク

」
患

フレ

之

ヲ

、
爾
ヨ
リ

後
借

テ二

亀
谷
山
本
堂
ノ

左
腋

ヲ一

移
二
ス
コ
ト

」
古
祠

ヲ一

大
凡
百
有
余
年
也
、
洗

＿二

磨

シ
テ

風
雨

ニ一

」
古
祠
既
ニ

敗
壊
ス

、
村
裏
ノ

氏
子
等
雖
レ

有
二

再
」
建
ノ

志
願
一

、
恨
ラ
ク
ハ

乏

二
キ
コ
ト
ヲ

資
財

ニ一

、
噫
時
ナ
ル

哉
、
享
和
改
」
元
辛
酉
ノ

春
邑
長
義
抽
振
レ

麾
ヲ

集
二

氏
子

ヲ一

」

企
二

勧
奨

ヲ一

、
各
自
ニ

非
三

翅
喜

＿二

捨
ス
ル
ノ
ミ
ニ

浄
財

ヲ一

、
復
卜
二
シ
テ

」
亀
山
境
内
茂
林
鬱

密
タ
ル

景
勝
秀
美

ヲ一

、
幾
」
度
カ

上
テ二

亀
山
常
住

ニ一

、
謹
テ

願
フ

𣇄
＿二

建
セ
ン
コ
ト
ヲ

新
祠

ヲ一

、
被
」

為
三

感
＿二

賞
其
丹
悃

ヲ一

、
衆
議
一
上
軏
蒙
許
」
可

ヲ一

、
村
中
各
自
ニ

無
レ

不
二
云
コ
ト

歓
躍

セ一

、

乃
借
二

魯
般
カ

」
手

ヲ一

拽
石
搬
土
不
日
ニ
シ
テ

新
祠
落
成
ス

、（
以
下
略
） 

と
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
す
る
と
、
「
相
馬
天
王
」
は
鎌
倉
幕
府
御
家
人
相
馬
次
郎
師
常

の
勧
請
で
「
天
王
」
と
称
し
、
も
と
巽
荒
神
の
辺
り
に
所
在
し
た
が
、
泉
ヶ
谷
の
網
引
地

蔵
山
の
西
麓
に
あ
る
岩
窟
に
移
転
し
、
元
禄
期
頃
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）
に
寿
福
寺

本
堂
の
左
脇
に
、
享
和
元
年
に
現
在
地
に
鎮
座
し
た
と
い
う
。
こ
の
社
は
、
前
述
の
『
扇

ヶ
谷
村
絵
図
』
に
も
、
現
八
坂
大
神
の
位
置
に
無
記
名
な
が
ら
鳥
居
と
社
殿
が
描
か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
同
社
蔵
『
天
王
当
番
帳
』
（
天
和
元
年
〔
一
六
八
一
〕
か
ら
昭
和
十
八

年
〔
一
九
四
三
〕
ま
で
書
き
綴
っ
た
も
の
）
に 

(

５) 

(

６) 

(

７) 

(

８) 
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鎮
守
八
坂
大
神
と
奉
称
シ
」
御
神
幣
奉
安
置
也
」
坂
井
植
右
衛
門
（
中
略
） 

明
治
二
己

巳

年
」
五
月
廿
六
日 

と
あ
っ
て
、
「
相
馬
天
王
」
は
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
五
月
二
十
六
日
に
「
八
坂
大
神
」

と
改
名
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。 

 

こ
の
ほ
か
、
「
相
馬
天
王
」
の
表
記
以
外
で
本
絵
図
の
制
作
年
代
を
推
定
し
得
る
も
の

と
し
て
極
楽
寺
村
に
「
石
切
」
が
あ
る
が
、
こ
の
表
記
は
岩
沢
家
蔵
の
明
治
四
十
五
年
（
一

九
一
二
）
『
相
州
鎌
倉
極
楽
寺
村
絵
図
』
に
も
ほ
ぼ
同
じ
位
置
に
あ
る
。
同
村
絵
図
は
、

同
家
蔵
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
十
一
月
『
極
楽
寺
村
絵
図
御
用
書
上
帳
』
と
同
時
期
に

制
作
さ
れ
た
も
の
の
写
と
見
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
『
靏
岡
御
神
領
等
図
』

は
、
金
子
精
之
助
忠
矩
の
作
と
す
る
推
定
を
考
慮
し
て
も
、
同
年
以
降
嘉
永
三
年
（
一
八

五
〇
）
頃
の
間
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
本
絵
図
に
は
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）

に
鎮
座
し
た
鎌
倉
宮
が
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
描
か
れ
た
の
は
江
戸
時
代
後
期
で
あ
っ
て
、

幕
末
を
下
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

  
 

⑵
制
作
の
目
的
に
つ
い
て 

 

『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
に
は
制
作
者
名
や
描
い
た
理
由
、
目
的
な
ど
を
示
す
も
の
は
一

切
存
在
し
な
い
。
で
は
、
何
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。 

 

同
図
の
中
央
部
と
東
側
は
小
町
村
・
大
町
村
・
雪
ノ
下
村
・
二
階
堂
村
・
浄
明
寺
村
・

十
二
所
村
・
材
木
座
村
で
、
描
か
れ
た
道
筋
や
山
、
谷
戸
に
は
寺
社
や
山
稜
、
谷
戸
の
名

な
ど
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
西
側
で
は
、
扇
ヶ
谷
村
に
そ
れ
ら
が
多
く
示
さ

れ
て
い
る
以
外
は
極
楽
寺
村
に
少
し
あ
る
だ
け
で
、
長
谷
村
で
は
数
本
の
道
筋
と
「
観
音
」

の
記
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
、
前
述
し
た
と
お
り
こ
の
絵
図
に
は
、
雪
ノ
下
村
と
小
町
村
の
一
部
か
ら
乱
橋

材
木
座
村
と
由
比
ガ
浜
方
面
に
か
け
て
朱
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
朱
線
で
囲
ま
れ
た
範
囲 

(

９) 

(

10) 

図１ 靏岡御神領 往還幷谷々小道分間図 鶴岡八幡宮 
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図２ a.靏岡御神領 往還幷谷々小道分間図（部分・東側） 鶴岡八幡宮 
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図２ b.同図（部分・西側） 鶴岡八幡宮 
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に
つ
い
て
『
鎌
倉
の
古
絵
図
Ⅲ
』
は
、「
御
社
内
を
ふ
く
め
僧
坊
十
二
院
の
峰
上
・
巨
福

呂
坂
旧
道
辺
・
鶯
ヶ
谷
峰
上
か
ら
松
源
寺
ち
か
く
、
そ
し
て
若
宮
大
路
に
沿
っ
て
細
い
朱

線
が
引
か
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
八
幡
宮
の
境
域
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て

い
る
。
当
然
、
「
御
社
内
」
や
供
僧
十
二
院
、
若
宮
大
路
は
境
内
と
し
て
差
し
支
え
な
い

と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
乱
橋
材
木
座
村
や
由
比
ガ
浜
方
面
の
朱
線
の
内
側
は
、
は

た
し
て
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

乱
橋
材
木
座
村
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
の
同
村
西
部
を
描
い
た
『
材
木
座
村
絵
図
』

（
制
作
年
代
未
詳
・
鎌
倉
市
中
央
図
書
館
蔵
）
に
、
『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
の
朱
線
と
ほ

ぼ
同
範
囲
に
「
神
主
領
田 

百
姓 

長
五
郎 

利
兵
衛
」
の
ほ
か
、「
最
勝
院
領
畑 

百
姓 

喜

三
郎
」「
我
覚
院
領
畑 

下
場

（
下
馬
） 

市
助
」「
相
承
院
領
畑 

百
姓 

久
兵
衛
」「
荘
厳
院
領
畑 

百

姓 

新
七
」
「
増
福
院
領
畑 

材
木
座
村 

百
姓 
喜
右
衛
門
」
な
ど
と
記
さ
れ
た
区
画
が
あ

る
（
と
く
に
神
主
領
が
多
い
）
。
た
だ
「
御
公
料
田 
百
姓 

善
右
衛
門
」「
永
弐
百
三
拾
六

文
畑 

材
木
座
村 

百
姓
伝
五
郎
」「
永
弐
百
五
拾
文
畑 

蓮
乗
院
分 

材
木
座
村 

百
姓
勘
右

衛
門
」
「
永
四
百
弐
拾
八
文
田 

百
姓 

補
陀
楽
寺

（
洛
）

」
「
円
応
寺
領 
畑
」
と
あ
る
区
画
も
見

ら
れ
る
の
で
、
「
靏
岡
御
神
領
」
と
と
も
に
寺
領
や
御
料
が
所
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
一
方
、
由
比
ガ
浜
方
面
に
引
か
れ
た
朱
線
の
内
側
は
、
か
つ
て
海
浜
部
に
あ
っ
た

松
林
で
あ
る
。
こ
の
区
域
は
近
代
で
は
「
乱
橋
材
木
座
字
松
原
」
で
、
鶴
岡
八
幡
宮
所
蔵

『
法
規
指
令
類
綴
』
に
よ
れ
ば
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
十
月
二
十
日
に
「
字
松
原
の
社

有
地
」
を
保
安
林
に
編
入
し
た
と
あ
る
の
で
、
こ
の
頃
ま
で
は
同
宮
神
領
だ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
た
だ
し
、
維
新
直
後
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
前
に
示
し
た
宝
永
三
年
（
一

七
〇
六
）『
鎌
倉
拾
参
箇
村
御
公
料
寺
社
領
高
辻
覚
』
に
よ
る
と
、「
鶴
岡
領
」
を
「
高
八

百
四
拾
貫
四
百
五
十
文
」
と
し
、
同
宮
神
領
が
「
雪
之
下
村
」
「
扇
谷
村
」
等
五
ヶ
村
そ

れ
ぞ
れ
に
所
在
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
そ
の
内
訳
と
し
て
鶴
岡
八
幡
宮
供
僧
十
二
院
の
ほ

か
「
神
主
」
「
少
別
当
」
「
諸
社
人
」
「
松
源
寺
」
が
各
神
領
の
所
有
者
と
し
て
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
本
絵
図
に
引
か
れ
た
朱
線
の
内
側
が
同
宮
境
内
と

神
領
が
存
在
し
た
「
境
域
」
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。 

 

で
は
、
鎌
倉
各
村
で
の
「
靏
岡
御
神
領
」
の
状
況
は
、
実
際
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

扇
ヶ
谷
村
に
限
っ
て
い
え
ば
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
『
鶴
岡
御
神
社
領
扇
谷
村
名

寄
帳
』
（
写
）
に
、
荘
厳
院
・
香
象
院
・
安
楽
院
な
ど
の
供
僧
十
二
院
の
ほ
か
大
伴
神
主

や
花
光
院
等
の
「
分
」
と
し
て
、
「
荒
神
脇
」
「
正
隆
寺
」
「
清
水
寺
」
「
無
量
寺
前
」
「
字

正
円
寺
」
「
字
亀
ヶ
谷
」
「
字
山
王
堂
」
「
字
梅
ヶ
谷
」
「
梅
ヶ
谷
口
」
「
字
法
泉
寺
」
な
ど

の
各
字
に
そ
れ
ぞ
れ
の
所
領
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
れ
ら
の
字
名
は
『
靏
岡
御
神

領
等
図
』
の
表
記
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
が
、
一
部
本
絵
図
で
は
「
正
隆
寺
」
は
「
正
龍
寺
」
、

「
字
正
円
寺
」
は
「
荘
園
寺
谷
」、
「
字
法
泉
寺
」
は
「
宝
泉
谷
」
と
な
っ
て
い
る
。 

 

そ
の
う
え
、
『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
の
表
記
と
鎌
倉
に
お
け
る
同
宮
神
領
と
の
関
係
を

見
る
と
、
同
三
年
九
月
『
鶴
岡
八
幡
宮
領
社
人
分
名
寄
帳
』
に
「
諸
社
人
分
」
と
し
て
、

雪
ノ
下
村
で
「
千
度
小
路
」「
東
御
門
」「
大
御
堂
」、
扇
ヶ
谷
村
で
「
御
所
入
」「
七
観
音

下
」「
無
量
寺
前
」「
青
龍
寺
」「
泉
谷
」「
清
水
寺
」、
乱
橋
材
木
座
村
で
「
弁
谷
」「
無
常

堂
」
、
大
町
村
で
「
佐
介
」「
天
狗
堂
崎
」「
松
葉
谷
」「
名
越
」
、
浄
明
寺
村
で
「
浄
明
寺
」

「
宅
間
」「
釈
迦
堂
口
」「
犬
掛
口
」
と
、
こ
れ
ら
五
ヶ
村
内
の
各
字
に
「
鶴
岡
領
」
が
所

在
し
た
ほ
か
、
十
二
所
村
に
「
泉
水
」
、
小
町
村
に
「
千
葉
地
」
、
長
谷
村
に
「
長
谷
小
路
」、

極
楽
寺
村
に
「
二
ノ
谷
大
道
前
」
な
ど
と
あ
っ
て
、
こ
の
史
料
も
本
絵
図
の
表
記
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
。
そ
し
て
、
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
九
月
『
鶴
岡
八
幡
宮
領
永
高
書
上
覚
』

（
写
）
の
「
一
鶴
岡
八
幡
宮
領
高
永
楽
八
百
四
拾
貫
文
余
」
に
列
記
さ
れ
た
も
の
の
内
で
、

例
え
ば
「
一
高
六
百
四
拾
文 

花
光
坊
鏡
持
役
料
」「
一
高
壱
貫
文 

松
源
寺
鏡
持
役
料
」

「
一
惣
高
廿
壱
貫
九
拾
三
文 

伶
人
八
人
役
料
」
「
一
惣
高
六
貫
百
五
拾
壱
文 

神
官
七

人
役
料
」
か
ら
す
れ
ば
、『
鶴
岡
八
幡
宮
領
社
人
分
名
寄
帳
』
に
書
か
れ
た
「
千
度
小
路
」

等
各
字
に
、
諸
舎
社
人
に
配
分
さ
れ
た
土
地
が
存
在
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

(

12) 

(

13) 

(

14) 

(

15) 

(

16) 

(

17) 

(

18) 

(

11) 
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さ
ら
に
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
五
月
『
秣
場
出
入
一
札
』
に
よ
れ
ば
、 

鶴
岡
御
神
領
散
在
之
儀
、
大
小
百
姓
田
畑
牛
馬
養
ニ

定
置
候
、
然
所
ニ

扇
谷
村
百
姓
此

度
心
違
之
儀
有
之
由
相
聞
候
、
向
後
御
神
領
散
在
之
場
紛
敷
無
之
様
ニ

急
度
可
相
守

候
、（
中
略
）
右
之
通
五
箇
村
一
同
ニ

奉
畏
候
、
以
上 

 

五
ヶ
村
名
主
判 

と
、
「
鶴
岡
御
神
領
」
が
鎌
倉
各
所
に
散
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
、
極
楽
寺
村
で
は
極

楽
寺
領
の
ほ
か
同
宮
神
領
と
円
覚
寺
領
な
ど
が
入
合
で
存
在
し
（
明
和
五
年
〔
一
七
六
八
〕

十
二
月
『
相
模
国
鎌
倉
極
楽
寺
村
書
上
帳
』
）
、
扇
ヶ
谷
村
は
、
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）

『
扇
谷
村
鶴
岡
社
領
一
件
』
に 

佐
介
谷
稲
荷
山
の
辺
に
は
、
古
来
よ
り
鶴
岡
社
領
の
田
畑
三
間
通
木
陰
相
除
、
（
中

略
）
殊
に
御
料
幷
英
勝
寺
領
、
寿
福
寺
領
、
浄
光
明
寺
領
、
鶴
岡
領
入
会
の
村
方
に

候
得
ば
、 

と
あ
っ
て
、
御
料
と
寺
社
領
が
混
在
し
、
相
給
で
あ
っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
の
ほ
か
長
谷
村
で
は
、
同
宮
に
雅
楽
師
と
し
て
奉
仕
し
た
伶
人
加
茂
家
に
つ
い
て
、
文

禄
元
年
（
一
五
九
二
）
そ
れ
ま
で
同
家
に
配
当
さ
れ
て
い
た
知
行
地
の
一
部
が
当
村
に
移

さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
（
辰
〔
文
禄
元
年
〕
四
月
二
十
九
日
「
頓
阿
弥
等
三
人
連
署

知
行
打
渡
状
」
）。 

 

以
上
、「
五
ヶ
村
」
以
外
に
も
同
宮
神
領
は
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
の
制
作
目
的
は
「
靏
岡
御
神
領
」
が
散
在
し
た
地
域
と
、
「
御
社

内
」
か
ら
各
神
領
に
至
る
た
め
の
道
筋
と
距
離
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。

で
は
、
朱
線
の
意
味
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
関
連
史
料
に
目
を
向
け
る
と
、
本
絵

図
と
同
じ
く
朱
線
が
引
か
れ
た
も
の
と
し
て
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
五
月
の
紙
本
淡

彩
『
鶴
岡
八
幡
宮
境
内
絵
図
』
（
同
宮
蔵
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
廃
仏
毀
釈
及
び
社
領
上

知
後
の
絵
図
で
、
諸
堂
宇
除
却
直
後
の
境
内
が
描
か
れ
る
ほ
か
、
御
谷
・
新
旧
巨
福
呂
坂

辺
・
鶯
谷
か
ら
若
宮
大
路
と
由
比
ガ
浜
、
材
木
座
の
西
南
側
を
朱
線
で
取
り
囲
ん
で
い
る

（
図
３
）。
こ
の
図
の
朱
線
は
、『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
と
ほ
ぼ
同
じ
範
囲
を
示
し
て
い
る

の
で
、
そ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
本
絵
図
の
朱
線
は
維
新
後
に
追
記
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。

そ
れ
は
、
こ
の
時
上
知
さ
れ
な
か
っ
た
境
内
と
、
同
宮
神
領
が
散
在
し
て
い
た
境
域
の
範

囲
を
示
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
同
宮
『
庶
務
回
議
綴
』
明
治
三
十
一
年
（
一
八

九
八
）
二
月
九
日
の
部
分
に
は
、
上
知
さ
れ
た
鎌
倉
町
乱
橋
材
木
座
字
下
河
原
の
旧
御
神

領
の
払
下
げ
を
御
料
局
に
申
請
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
上
知
直
後
の
旧
領
復

帰
を
政
府
に
求
め
る
た
め
、
新
た
に
書
き
入
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

 

『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
に
描
か
れ
た
鶴
岡
八
幡
宮
供
僧
十
二
院
に
つ
い
て 

 

『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
に
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
鶴
岡
八
幡
宮
の
支
院
、
供
僧
十
二

院
の
位
置
が
明
確
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
御
社
内
北
方
の
谷
戸
に
あ
る
通
称
「
御
谷
」

に
所
在
し
た
同
十
二
院
は
、
初
め
供
僧
坊
と
し
て
二
十
五
坊
が
存
在
し
た
。
坊
号
が
院
号

に
替
わ
っ
た
の
は
応
永
二
十
二
年
（
一
四
一
五
）
正
月
以
降
と
い
い
、
一
時
七
院
ま
で
減

(
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図３ 鶴岡八幡宮境内絵図 鶴岡八幡宮 
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じ
た
も
の
を
、
文
禄
年
中
（
一
五
九
二
～
九
六
）
に
徳
川
家
康
が
十
二
院
に
再
興
し
た
。

本
絵
図
の
同
十
二
院
の
所
に
は
、
最
勝
院
・
安
楽
院
・
増
福
院
・
正
覚
院
・
海
光
院
（
以

上
「
新
院
家
」
）、
浄
国
院
・
我
覚
院
・
等
覚
院
・
相
承
院
・
恵
光
院
・
香
象
院
・
荘
厳
院

（
以
上
「
古
院
家
」
）
と
記
さ
れ
、
そ
の
西
側
の
谷
に
は
「
大
御
坊
谷
」
と
書
か
れ
て
い

る
。
こ
の
谷
は
、
現
在
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
鎌
倉
別
館
と
巨
福
呂
坂
新
道
が
あ
る
辺

り
で
、
「
八
正
寺
谷
」
と
も
。
こ
こ
に
あ
っ
た
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
建
立
と
さ
れ
る

若
宮
御
影
堂
が
、
応
永
二
十
一
年
後
小
松
天
皇
の
勅
願
寺
と
な
っ
て
「
八
正
寺
」
と
称
し

た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
「
八
正
寺
」
は
別
当
寺
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
が
、
い
つ
廃

絶
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
鎌
倉
同
人
会
発
行
の
『
鎌

倉
』
実
測
図
は
、「
八
正
寺
谷
」
を
「
十
二
院
址
」
の
北
奥
の
谷
戸
に
記
し
、「
十
二
院
址
」

の
西
側
を
「
別
当
坊
址
」
と
し
て
い
る
。
長
年
の
う
ち
に
そ
れ
ら
の
旧
地
を
示
す
位
置
が

替
わ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
わ
か
ら
な
い
。
念
の
た
め
付
記
し
て
お
く
。 

 

供
僧
十
二
院
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
鶴
岡
八
幡
宮
の
祭
祀
を
司
っ
た
。
維
新
後
は
、

「
明
治
五
年
正
月
改
」
と
あ
る
戸
籍
簿
『
神
奈
川
県
管
轄
第
十
一
区
戸
籍
之
九 

雪
ノ
下

村
』
に
、
「
二
番
屋
敷
居
住
」
か
ら
「
十
三
番
屋
敷
居
住
」
と
し
て
「
八
幡
宮
旧
総
神
主
」

十
二
名
が
列
記
さ
れ
、
か
れ
ら
は
各
院
の
「
供
僧
大
別
当
兼
職
」
で
「
慶
応
四
辰
年
復
飾
」

と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
廃
仏
毀
釈
の
嵐
の
中
で
十
二
人
の
「
総
神
主
」
と
な
っ
た
後
、
明

治
五
年
（
一
八
七
二
）
以
前
に
そ
の
立
場
を
急
速
に
失
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

 

こ
の
ほ
か
、
同
宮
社
僧
の
「
松
源
寺
」
は
、
前
述
し
た
明
治
五
年
の
戸
籍
簿
に
「
四
十

二
番
屋
敷
居
住 

八
幡
宮
旧
社
人
（
人
名
省
略
）
元
松
源
寺
慶
応
四
辰
年
復
飾
」
と
あ
る

の
が
記
録
と
し
て
は
最
後
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
同
寺
は
社
僧
で
あ
り
な
が
ら
、
『
靏
岡
御

神
領
等
図
』
で
は
朱
線
外
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
寺
は
、
境
外
寺
院
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
に
、
同
宮
の
根
幹
を
な
す
支
院
と
し
て
存
続
し
た
供
僧
十
二
院
と
社
僧
「
松

源
寺
」
は
、
維
新
後
急
速
に
廃
絶
し
た
の
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
同
十
二
院
の
位
置
や
院

名
を
示
し
た
史
料
と
し
て
は
、
本
絵
図
が
最
後
の
も
の
と
な
る
。 

 

そ
の
後
、
同
十
二
院
の
旧
地
に
つ
い
て
は
、
横
浜
地
方
法
務
局
湘
南
支
局
が
所
蔵
す
る

『
旧
土
地
台
帳
』
に
よ
る
と
、
横
浜
の
実
業
家
原
善
三
郎(

一
八
二
七
〜
一
八
九
九)

が
同

二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
六
月
か
ら
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
三
月
ま
で
、
原
善
一
郎
（
一

八
九
二
〜
一
九
三
七
・
原
富
太
郎
〔
三
渓
〕
の
長
男
）
と
と
も
に
そ
れ
ら
の
旧
地(

字
御

谷)

を
所
有
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
ほ
ぼ
全
域
に
わ
た
っ
て
い
る
。 

  
 

特
記
す
べ
き
図
中
表
記
な
ど
に
つ
い
て 

 

『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
に
は
、
谷
戸
や
廃
寺
な
ど
の
名
称
が
数
多
く
表
記
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
ら
図
中
表
記
に
他
の
古
絵
図
や
古
記
録
と
は
違
っ
た
名
称
が
散
見
さ
れ
る

ほ
か
、
付
箋
表
記
の
う
ち
で
貼
り
付
け
位
置
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
こ

で
こ
の
項
で
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
現
在
と
は
位
置
を
異
に
す
る
、
あ
る
い
は
既
に
失

わ
れ
た
名
称
等
を
列
記
す
る
。
な
お
、
鎌
倉
の
谷
戸
や
地
名
、
廃
寺
な
ど
に
つ
い
て
は
、

高
橋
慎
一
朗
編
『
鎌
倉
の
歴
史
』
―
谷
戸
め
ぐ
り
の
ス
ス
メ
―
に
詳
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 
 

［
西
御
門
村
・
雪
ノ
下
村
方
面
］ 

・「
法
華
堂
」
…
こ
の
表
記
の
下
部
に
寄
棟
造
の
赤
い
建
物
が
あ
る
（
裏
表
紙
写
真
）。
こ

の
場
所
は
現
在
の
頼
朝
墓
と
ほ
ぼ
同
位
置
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
法
華
堂
」
の
す

ぐ
隣
に
は
「
頼
朝
卿
御
墓
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
頼
朝
墓
の
石
塔
に
は
覆
堂
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
こ
の
赤
い
建
物
の
上
部
に
は
、
別
に
屋
根
状
の
も
の
が
薄
く
か

す
れ
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
「
頼
朝
卿
御
墓
」
は
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
『
新
編
鎌
倉
志
』
巻
之
第
二
の
冒
頭
に
描
か
れ
た

「
頼
朝
屋
敷
」
図
に
は
「
頼
朝
墓
」
と
あ
る
石
塔
の
左
下
に
「
法
華
堂
」
と
し
た
建
物

図
が
あ
る
が
、
『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
に
は
そ
れ
が
な
い
。
さ
ら
に
、
同
書
は
「
頼
朝

(
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墓 

法
華
堂
の
後
の
山
の
上
に
あ
り
」
と
し
て
い
る
。
両
図
の
建
物
位
置
の
違
い
に
つ

い
て
は
不
明
で
あ
る
。 

・「
忠
久

広
元
墓
所
」
…
墓
所
に
至
る
階
段
の
位
置
は
、
現
在
と
同
じ
で
あ
る
（
裏
表
紙
写
真
）
。 

・
「
上
諏
訪
社
」
「
志
一
稲
荷
」
「
下
諏
訪
社
」
「
山
王
社
」
…
鶴
岡
八
幡
宮
境
外
末
社

か
。
「
下
諏
訪
社
」
「
山
王
社
」
は
現
横
浜
国
立
大
学
附
属
小
・
中
学
校
敷
地
内
に
所

在
し
た
。
な
お
、
「
志
一
稲
荷
」
以
外
は
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
『
鶴
岡
八
幡
宮

境
内
絵
図
』
（
市
指
定
有
形
文
化
財
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

・
「
季
光
墓
」
…
「
志
一
稲
荷
」
の
奥
に
表
記
が
あ
る
。
現
雪
ノ
下
二
丁
目
一
三
二
番
。

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
六
月
、
長
州
藩
毛
利
家
が
こ
こ
に
大
江
季
光
の
墓
と
同
年
の

記
が
あ
る
墓
碑
を
建
立
し
た
。
そ
の
後
、
同
墓
は
碑
と
と
も
に
源
頼
朝
墓
近
く
の
伝
大

江
広
元
墓
の
傍
ら
に
移
さ
れ
た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
本
絵
図
に
は
「
御
社
内
」
と
「
松
源
寺
」
と
の
間
に
、
天
明
五
年
（
一
七

八
五
）
刊
『
鎌
倉
名
跡
志
』
や
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
刊
『
鎌
倉
一
覧
之
図
』
な
ど

に
記
さ
れ
た
「
神
主
」
や
「
鉄
く
わ
ん
お
ん
（
鉄
観
音
）
」
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の

表
記
は
、
明
治
初
期
頃
の
制
作
と
推
定
さ
れ
る
『
相
州
鎌
倉
絵
図
』
に
も
あ
る
の
で
、
維

新
直
後
も
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
当
然
、
本
絵
図
に
も
記
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

考
え
る
が
、
そ
れ
ら
が
な
い
理
由
は
不
明
で
あ
る
。 

 
 

［
扇
ヶ
谷
村
（
現
扇
ガ
谷
方
面
）
］ 

 

扇
ヶ
谷
村
（
現
扇
ガ
谷
方
面
）
に
つ
い
て
は
、
『
扇
ヶ
谷
村
絵
図
』
と
表
記
が
異
な
る

も
の
の
み
列
記
す
る
。 

・
「
荘
園
寺
谷
」
…
扇
ガ
谷
三
丁
目
四
一
四
〜
四
一
八
辺
り
。
『
扇
ヶ
谷
村
絵
図
』
に
は

「
正
遠
寺
谷
」
と
あ
る
。
亀
ヶ
谷
切
通
東
隣
の
「
勝
縁
寺
ヶ
谷
」
の
こ
と
。
「
正
円
寺
」

の
表
記
も
あ
る
。
こ
こ
に
は
禅
宗
寺
院
「
勝
因
寺
」
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
同
寺
は
鎌

倉
時
代
の
創
建
と
い
い
、
廃
止
さ
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
。 

・
「
松
岩
寺
谷
」
…
扇
ガ
谷
二
丁
目
二
三
三
番
辺
り
。
『
扇
ヶ
谷
村
絵
図
』
に
「
松
岸
寺
」

と
あ
る
。
「
松
岩
寺
」
は
泉
ヶ
谷
に
所
在
し
た
禅
宗
寺
院
。
創
建
と
廃
絶
時
期
は
不
明

で
あ
る
。 

・
「
正
龍
谷
」
…
扇
ガ
谷
四
丁
目
五
四
六
番
〜
五
六
二
番
辺
り
。
『
扇
ヶ
谷
村
絵
図
』
に

「
正
涼
寺
谷
」
と
あ
る
。
清
涼
寺
ヶ
谷
の
こ
と
。
海
蔵
寺
の
手
前
、
同
寺
に
向
か
っ
て

右
側
の
谷
で
、
当
地
に
あ
っ
た
寺
は
新
清
涼
寺
と
い
う
。
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
に

叡
尊
が
関
東
へ
下
っ
た
時
、
は
じ
め
こ
こ
に
住
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

・
「
知
岩
寺
谷
」
…
扇
ガ
谷
四
丁
目
三
七
三
番
辺
り
。
英
勝
寺
西
北
の
谷
で
、
『
扇
ヶ
谷

村
絵
図
』
に
「
智
岸
寺
谷
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
臨
済
宗
の
智
岸
寺
が
あ
っ
た
。
同
寺

の
沿
革
等
は
未
詳
。
尼
寺
で
あ
っ
た
が
一
旦
廃
れ
、
後
北
条
氏
鎌
倉
支
配
の
時
代
に
東

慶
寺
の
隠
居
所
的
役
割
を
果
し
た
と
さ
れ
る
。
境
内
に
地
蔵
堂
が
あ
り
、
そ
の
地
蔵
菩

薩
像
は
貞
享
の
頃
（
一
六
八
四
〜
八
八
）
鶴
岡
供
僧
坊
正
覚
院
に
移
り
、
そ
の
本
尊
と

な
っ
て
い
た
と
い
う
。
本
像
は
「
ど
こ
も
苦
地
蔵
」
の
俗
称
で
知
ら
れ
、
現
在
は
瑞
泉

寺
の
所
蔵
に
な
っ
て
い
る
（
重
要
文
化
財 

木
造
地
蔵
菩
薩
立
像
）
。 

 
 

［
扇
ヶ
谷
村
ほ
か
（
現
佐
助
・
御
成
町
方
面
）
］ 

・
「
鏡
立
松
」
…
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
一
月
に
出
版
さ
れ
た
『
江
の
嶋 

金
澤 

鎌

倉 

名
所
記 

全
』
に
「
化
粧
坂
鏡
立
松
」
と
み
え
る
。
名
所
の
ひ
と
つ
と
思
わ
れ
る
が
、

詳
細
は
不
明
。 

・
「
紅
掛
松
」
…
名
所
の
ひ
と
つ
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
不
明
。 

・
「
諏
訪
ノ
森
」
…
御
成
小
学
校
敷
地
内
に
あ
っ
た
諏
訪
神
社
の
こ
と
。
同
社
は
大
正
関

東
地
震
の
後
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
同
じ
場
所
に
再
興
さ
れ
た
と
い
う
。
現

在
は
鎌
倉
商
工
会
議
所
の
傍
に
遷
さ
れ
て
い
る
。 

・
「
興
禅
寺
」
…
曹
洞
宗
京
都
妙
心
寺
末
で
、
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
か
ら
正
保
二

年
（
一
六
四
五
）
頃
に
創
建
さ
れ
た
と
い
う
。
江
戸
時
代
末
期
ま
で
存
続
し
た
ら
し
い
。 

(
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［
小
町
村
］ 

・
「
妙
勝
寺
」
…
宗
旨
未
詳
。
創
建
と
廃
絶
の
時
期
は
不
明
。
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）

七
月
『
鎌
倉
中
寺
社
領
貫
目
高
帳
』
所
収
「
鎌
倉
中
御
除
地
覚
」
に
「
本
寺
上
総
国
茂

原 

妙
勝
寺 

法
花
」
と
あ
る
。 

 
 

［
大
町
村
と
乱
橋
材
木
座
村
（
現
大
町
・
材
木
座
方
面
）
］ 

・
「
佐
竹
天
王
」
…
現
八
雲
神
社
。
応
永
年
中
に
佐
竹
屋
敷
に
あ
っ
た
佐
竹
一
族
の
霊
祠

を
当
社
の
相
殿
に
合
祀
し
、
「
佐
竹
天
王
」
と
称
し
た
と
の
社
伝
が
あ
る
。
ほ
か
に
「
松

堂
祇
園
社
」
「
松
殿
山
祇
園
天
王
社
」
「
祇
園
天
王
」
な
ど
の
称
が
あ
る
。 

・
「
諏
訪
社
」
…
延
命
寺
と
教
恩
寺
の
間
。
大
町
一
丁
目
一
〇
三
四
番
一
の
、
現
米
町
会

館
前
に
あ
る
石
廟
の
所
か
。 

・
「
六
坊
」
…
詳
細
不
明
。 

・
「
黄
金
窟
」
…
通
称
「
黄
金
や
ぐ
ら
」
。
大
町
字
釈
迦
堂
口
の
谷
か
ら
東
へ
三
つ
目
の

谷
を
「
黄
金
谷
」
と
い
い
、
そ
こ
に
あ
る
大
き
い
や
ぐ
ら
を
「
黄
金
や
ぐ
ら
」
と
称
し

た
。
内
部
に
溜
ま
っ
た
水
の
中
に
水
藻
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
黄
金
色
に
耀
い
た
こ
と
か

ら
そ
の
名
が
あ
る
と
い
う
。 

・
「
長
善
寺
」
…
寺
伝
に
染
屋
時
忠
の
建
立
と
い
い
、
現
辻
薬
師
堂
が
建
つ
所
に
所
在
し

た
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
本
尊
薬
師
如
来
及
び
両
脇
侍
立
像
と
十
二
神
将
立
像
は
、

近
年
ま
で
辻
薬
師
堂
安
置
で
あ
っ
た
。
現
在
は
鎌
倉
国
宝
館
の
所
蔵
で
あ
る
（
全
て
県

指
定
文
化
財
）
。 

・
「
弘
福
寺
」
…
時
宗
寺
院
の
現
向
福
寺
の
こ
と
。
表
記
は
間
違
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
「
弘

福
寺
」
は
、
西
御
門
に
あ
る
谷
戸
の
こ
と
を
い
う
ら
し
い
。 

・
「
天
王
」
…
九
品
寺
前
。
詳
細
は
不
明
。 

 
 

［
由
比
ガ
浜
方
面
か
ら
極
楽
寺
村
］ 

・
「
無
常
堂
」
…
和
田
塚
の
こ
と
。
采
女
塚
と
も
い
い
、
古
墳
な
い
し
和
田
の
乱
で
滅
亡

し
た
和
田
義
盛
一
族
を
葬
っ
た
場
所
と
さ
れ
る
が
、
塚
と
和
田
一
族
と
の
関
係
は
な

く
、
発
掘
調
査
で
も
こ
の
塚
が
古
墳
で
な
い
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。 

・
「
諏
訪
ヶ
谷
」
…
正
福
寺
が
あ
っ
た
谷
か
。
そ
の
場
所
は
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）

『
鎌
倉
』
実
測
図
に
「
正
福
寺
址
」
と
あ
る
。
ま
た
、
前
述
の
『
相
州
鎌
倉
極
楽
寺
村

絵
図
』（
岩
沢
家
蔵
享
和
三
年
〔
一
八
〇
三
〕
十
一
月
「
極
楽
寺
村
絵
図
御
用
書
上
帳
」

と
ほ
ぼ
同
時
期
作
成
と
推
定
）
に
は
、
本
図
と
ほ
ぼ
同
位
置
に
「
諏
訪
ノ
入
」
の
表
記

が
あ
る
。
な
お
、
「
諏
訪
ヶ
谷
」
は
『
と
し
よ
り
の
は
な
し
』
付
図
で
は
腰
越
津
村
の

西
端
に
位
置
し
て
い
る
。
現
稲
村
ガ
崎
五
丁
目
の
造
成
地
内
だ
ろ
う
か
。 

・
「
馬
場
ヶ
谷
」
…
そ
の
付
箋
の
あ
る
谷
戸
は
西
ヶ
谷
（
極
楽
寺
四
丁
目
八
五
〇
〜
九
三

七
番
辺
り
）
。
「
馬
場
ヶ
谷
」
は
東
隣
の
谷
戸
で
、
極
楽
寺
二
丁
目
九
三
七
〜
一
〇
一

六
番
辺
り
で
あ
る
。 

・
「
二
之
谷
」
…
『
相
州
鎌
倉
極
楽
寺
村
絵
図
』
に
同
一
の
表
記
が
あ
る
。 

・
「
一
之
谷
」
…
稲
村
ガ
崎
四
丁
目
五
六
三
〜
六
九
六
番
辺
り
か
。
『
相
州
鎌
倉
極
楽
寺

村
絵
図
』
に
同
一
の
表
記
が
あ
り
、『
と
し
よ
り
の
は
な
し
』
付
図
に
「
一
ノ
谷
」
、
昭

和
二
年
『
鎌
倉
』
実
測
図
に
「
一
ヶ
谷
」
と
あ
る
。 

・
「
横
手
ヶ
原
」
…
現
江
ノ
電
稲
村
ヶ
崎
駅
辺
り
か
ら
そ
の
北
側
一
帯
。
稲
村
ガ
崎
二
丁

目
三
七
一
〜
四
四
一
番
辺
り
。
こ
の
地
名
は
、『
鎌
倉
絵
図
』（
「
大
坂
屋
孫
兵
衛
板
行
」

年
月
日
未
詳
。
延
享
・
寛
延
頃
〔
一
七
四
四
〜
五
一
〕
の
制
作
と
推
定
）
に
「
よ
こ
て

原
」
、
『
鎌
倉
絵
図
』
（
「
八
ま
ん
宮
表
門
前 

丸
屋
富
蔵
板
」
年
月
日
未
詳
。
文
化
・
文

政
頃
の
制
作
と
推
定
）
に
「
よ
こ
て
が
は
ら
」
、『
相
州
鎌
倉
極
楽
寺
村
絵
図
』
に
「
横

手
」
と
表
記
が
あ
る
。 

・
「
金
山
」
…
付
箋
表
示
。
稲
村
ガ
崎
一
丁
目
一
八
五
〜
二
九
一
番
辺
り
。
た
だ
し
、
付

箋
の
位
置
は
間
違
っ
て
い
る
。 

・
「
下
手
ヶ
久
保
」
…
付
箋
表
示
。
稲
村
ガ
崎
一
丁
目
六
八
〜
一
八
四
番
辺
り
。
昭
和
二

(

35) 

(

36) 

(

37) 

(

38) 

(

39) 

(

40) 
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年
『
鎌
倉
』
実
測
図
に
示
さ
れ
た
同
じ
位
置
に
表
記
が
あ
る
。 

  
 

ま
と
め 

 
 

本
稿
で
は
、
『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
に
つ
い
て
、
制
作
年
代
と
そ
の
目
的
、
さ
ら
に
は

鶴
岡
八
幡
宮
供
僧
十
二
院
ほ
か
特
記
す
べ
き
図
中
表
記
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の

結
果
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
判
明
し
た
。 

 
 

⑴ 

『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
の
制
作
年
代
に
つ
い
て 

 

本
絵
図
に
つ
い
て
は
、
従
前
よ
り
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
『
光
明
寺
境
内
図
』
等
の

作
者
金
子
精
之
助
忠
矩
が
描
い
た
も
の
と
す
る
推
定
が
あ
る
。
さ
ら
に
今
回
は
そ
の
こ
と

を
考
慮
し
た
う
え
で
、
扇
ヶ
谷
村
の
「
相
馬
天
王
」
や
極
楽
寺
村
の
「
石
切
」
の
表
記
か

ら
、
推
定
制
作
時
期
を
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
以
降
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
頃
ま
で

と
、
長
め
に
設
定
し
た
。 

 
 

⑵ 

『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
の
制
作
の
目
的
に
つ
い
て 

 

天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
『
鶴
岡
八
幡
宮
領
社
人
分
名
寄
帳
』
や
貞
享
五
年
（
一
六
八

八
）
『
鶴
岡
八
幡
宮
領
永
高
書
上
覚
』
（
写
）
な
ど
に
よ
れ
ば
、
「
靏
岡
御
神
領
」
は
鎌
倉

各
所
に
散
在
し
て
お
り
、
本
絵
図
は
そ
れ
ら
が
あ
っ
た
地
域
と
、
鶴
岡
八
幡
宮
「
御
社
内
」

か
ら
各
神
領
に
至
る
た
め
の
道
筋
と
距
離
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
定
で
き
た
。

そ
し
て
、
雪
ノ
下
村
の
ほ
か
、
乱
橋
材
木
座
村
と
由
比
ガ
浜
方
面
に
は
朱
線
が
引
か
れ
て

い
て
、
こ
れ
を
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
『
鶴
岡
八
幡
宮
境
内
絵
図
』
と
比
較
す
る
と
、

『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
の
朱
線
は
同
境
内
図
と
ほ
ぼ
同
じ
範
囲
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
判

明
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
朱
線
は
明
治
維
新
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
で
、
政
府
に
上
知
さ
れ
ず
に
保
存
さ
れ
た
境
内
及
び
境
域
の
範
囲
を
示
し
た
か
、
あ

る
い
は
そ
れ
と
は
反
対
に
、
上
知
さ
れ
た
旧
領
の
復
帰
を
政
府
に
申
請
す
る
目
的
で
引
か

れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

⑶ 

『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
に
描
か
れ
た
鶴
岡
八
幡
宮
供
僧
十
二
院
に
つ
い
て 

 

『
鎌
倉
の
古
絵
図
Ⅲ
』
で
は
江
戸
時
代
の
同
宮
供
僧
十
二
院
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

が
示
さ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
以
降
は
同
十
二
院
に
関
す

る
絵
図
類
は
無
い
よ
う
で
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
本
絵
図
は
同
十
二
院
の
位
置
を
示
し
た

最
後
の
史
料
と
し
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
同
十
二
院
で
は
維
新
直
後
か
ら
明

治
五
年
に
か
け
て
元
供
僧
ら
が
そ
の
立
場
を
急
速
に
失
っ
た
の
ち
、
同
二
十
六
年
（
一
八

九
三
）
か
ら
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
ま
で
、
原
善
三
郎
と
原
善
一
郎
が
そ
の
旧
地
で
あ

る
「
御
谷
」
の
ほ
ぼ
全
域
を
手
中
に
収
め
る
な
ど
、
当
地
の
近
代
に
お
け
る
激
動
の
状
況

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

 
 

⑷ 

特
記
す
べ
き
図
中
表
記
な
ど
に
つ
い
て 

 

『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
で
は
、
図
中
の
表
記
で
他
史
料
と
は
違
っ
た
名
称
が
散
見
さ
れ

た
り
、
本
来
あ
る
べ
き
も
の
が
な
い
、
ま
た
は
付
箋
表
記
の
貼
り
付
け
位
置
に
違
い
が
あ

る
と
い
う
よ
う
な
特
徴
も
確
認
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
極
楽
寺
村
で
「
馬
場
ヶ
谷
」
の
付

箋
の
あ
る
谷
戸
は
西
ヶ
谷
で
あ
り
、
扇
ヶ
谷
村
の
「
勝
縁
寺
ヶ
谷
」
が
「
荘
園
寺
谷
」
の

こ
と
で
、
乱
橋
材
木
座
村
の
「
弘
福
寺
」
は
向
福
寺
の
間
違
い
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
本
絵

図
の
制
作
に
関
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
か
は
判
ら
な
か

っ
た
。 

 

以
上
、
『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
は
、
主
と
し
て
「
靏
岡
御
神
領
」
が
御
料
や
他
の
寺
領

と
相
給
で
所
在
し
た
村
々
と
、
そ
こ
に
至
る
道
程
や
距
離
を
示
す
た
め
、
江
戸
時
代
後
期

〜
幕
末
に
制
作
さ
れ
た
と
解
釈
で
き
る
。
さ
ら
に
、
維
新
後
は
同
宮
神
領
の
こ
と
に
関
連

し
て
新
た
に
朱
線
が
引
か
れ
る
な
ど
、
数
度
利
用
、
あ
る
い
は
追
記
・
改
変
さ
れ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
本
絵
図
は
、
谷
戸
や
寺
社
、
廃
寺
の
名
称
な
ど
が
書

き
込
ま
れ
た
、
情
報
の
多
い
鎌
倉
詳
細
図
と
し
て
そ
の
価
値
は
高
い
も
の
で
あ
る
。 
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註
（
参
考
文
献
） 

（
１
）
三
浦
勝
男
編
『
鎌
倉
の
古
絵
図
Ⅲ
』
鎌
倉
国
宝
館
図
録
第
十
七
集 

一
九
九
五 

鎌
倉
国
宝
館 

第

１
図 

（
２
）
三
浦
勝
男
編
『
鎌
倉
の
古
絵
図
Ⅱ
』
鎌
倉
国
宝
館
図
録
第
十
六
集 

一
九
九
三 

鎌
倉
国
宝
館 

第

13
図
、
同
『
鎌
倉
の
古
絵
図
Ⅰ
』
同
館
図
録
第
十
五
集 

一
九
九
二 

第
４
図 

（
３
）
『
鎌
倉
の
古
絵
図
Ⅱ
』 

第
８
図
及
び
一
〇
頁
。
な
お
、
同
絵
図
の
袖
書
に
つ
い
て
同
書
は
、「
こ

の
絵
図
面
の
も
と
は
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
扇
ヶ
谷
山
相
論
の
と
き
作
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
鶴
岡
八
幡
宮
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
同
じ
図
面
が
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
正
月
の
大
火
で

焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
改
め
て
山
境
を
吟
味
す
る
た
め
、
仰
せ
に
従
い
お
の
お
の
図
面
を
差

出
し
た
。
そ
し
て
八
幡
宮
が
こ
れ
を
写
し
取
っ
た
の
ち
、
役
人
衆
が
立
合
い
の
も
と
に
拝
見
し
た
と

こ
ろ
、
少
し
も
間
違
い
が
な
か
っ
た
の
で
、
後
の
証
拠
と
し
て
連
印
の
う
え
差
上
げ
る
、
と
い
う
わ

け
で
あ
る
」
と
解
説
し
て
い
る
。
同
絵
図
の
焼
失
前
の
元
本
は
鶴
岡
八
幡
宮
の
旧
蔵
で
あ
っ
た
。『
扇

ヶ
谷
絵
図
』
に
は
『
靏
岡
御
神
領
等
図
』
と
表
記
等
で
共
通
し
た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
の
で
、
何

某
か
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
参
考
ま
で
に
こ
こ
に
付
記
す
る
。 

（
４
）
青
山
孝
慈
他
編
『
相
模
国
村
明
細
帳
集
成
』
第
一
巻 

五
五
二
頁 

（
５
）
『
鎌
倉
の
古
絵
図
Ⅲ
』
二
・
三
頁
、
『
鎌
倉
市
史
』
近
世
史
料
編
第
一 

一
九
八
六 

吉
川
弘
文
館 

第
一
八
号
文
書 

（
６
）
『
鎌
倉
市
史
』
近
世
通
史
編 

一
九
九
〇 

吉
川
弘
文
館 
二
〇
五
頁 

（
７
）『
鎌
倉
の
古
絵
図
Ⅲ
』
一
頁 

（
８
）
原
典
よ
り 

（
９
）
原
典
よ
り 

（
10
）
『
鎌
倉
の
古
絵
図
Ⅱ
』
一
七
頁 

（
11
）
前
掲
註
（
７
） 

（
12
）
原
図
お
よ
び
『
特
別
展 

鎌
倉
震
災
史
』
―
歴
史
地
震
と
大
正
関
東
地
震
― 

二
〇
一
五 
鎌
倉
国

宝
館 

四
〇
頁 

（
13
）
『
と
し
よ
り
の
は
な
し
』
鎌
倉
市
文
化
財
資
料
第
七
集 

一
九
八
三 

鎌
倉
市
教
育
委
員
会 

付
図 

（
14
）
『
鶴
岡
八
幡
宮
年
表
』
一
九
九
六 

鶴
岡
八
幡
宮
社
務
所 

（
15
）
前
掲
註
（
５
） 

（
16
）
『
鎌
倉
市
史
』
近
世
史
料
編
第
一 

一
四
六
号
文
書 

（
17
）
『
鎌
倉
市
史
』
近
世
史
料
編
第
一 

一
四
七
号
文
書 

（
18
）
『
鎌
倉
市
史
』
近
世
史
料
編
第
一 

一
四
八
号
文
書 

（
19
）
『
鎌
倉
市
史
』
近
世
史
料
編
第
一 

一
五
一
号
文
書 

（
20
）
『
鎌
倉
近
世
史
料
』
極
楽
寺
村
編 

一
九
六
八 

鎌
倉
市
教
育
委
員
会 

二
号
文
書 

（
21
）
『
鎌
倉
近
世
史
料
』
乱
橋
材
木
座
村
編 

一
九
六
七 

鎌
倉
市
教
育
委
員
会 

二
二
七
号
文
書 

（
22
）『
鎌
倉
市
史
』
史
料
編
第
一 

一
九
七
二 

吉
川
弘
文
館 

三
七
三
号
文
書
、『
鎌
倉
市
史
』
近
世
通

史
編 

一
七
三
・
一
七
四
頁 

（
23
）
横
浜
高
島
屋
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
図
録
『
御
鎮
座
八
百
年
記
念 

鶴
岡
八
幡
宮
』
一
九
九
一 

鶴
岡
八

幡
宮 

61
図 

（
24
）
前
掲
註
（
14
） 

（
25
）
前
掲
註
（
７
） 

（
26
）
『
鎌
倉
廃
寺
事
典
』
一
七
一
頁
及
び
同
書
付
図
「
鎌
倉
廃
寺
地
図
」 

（
27
）
鎌
倉
同
人
会
編
『
鎌
倉
』
一
九
二
七
（
復
刻
古
地
図
） 

人
文
社 

（
28
）
原
典
よ
り 

（
29
）
原
典
よ
り 

（
30
）
前
掲
註
（
７
） 

（
31
）
拙
稿
「
明
治
二
十
年
代
都
人
士
に
よ
る
土
地
所
有
―
旧
長
谷
・
坂
ノ
下
・
極
楽
寺
村
の
場
合
―
」『
鎌

倉
』
九
三
号 

二
〇
〇
一
・
一
二 

七
五
頁 

（
32
）
高
橋
慎
一
朗
編
『
鎌
倉
の
歴
史
』
―
谷
戸
め
ぐ
り
の
ス
ス
メ
― 

二
〇
一
七 

高
志
書
院
。
な
お
、

本
項
は
『
鎌
倉
廃
寺
事
典
』
、
澤
壽
郎
『
鎌
倉 

古
絵
図
・
紀
行
』
鎌
倉
古
絵
図
編 

一
九
七
六 

東

京
美
術
、
『
図
説
鎌
倉
年
表
』
、
『
鎌
倉
の
地
名
由
来
辞
典
』
、
『
と
し
よ
り
の
は
な
し
』
付
図
を
典

拠
と
し
て
作
成
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
文
献
を
参
考
と
し
た
項
目
に
つ
い
て
は
、
個
別
に
番
号
を
付

し
た
。 

（
33
）
『
大
日
本
地
誌
大
系
』
新
編
鎌
倉
志
・
鎌
倉
攬
勝
考 

一
九
二
九 

雄
山
閣 

一
四
〜
一
六
頁 

（
34
）
原
典
よ
り
。
奥
付
に
「
神
奈
川
県
鎌
倉
郡
東
鎌
倉
村
雪
ノ
下
二
百
八
十
番
地
平
民 

発
行
者 

吉
田

治
右
エ
門
」
と
あ
る
。 

（
35
）「
鎌
倉
史
蹟
め
ぐ
り
会
記
録
（
十
八
）
」
亀
田
輝
時
編
『
鎌
倉
』
第
五
巻
第
弐
号 

一
九
三
九
・
六 

鎌

倉
文
化
研
究
会 

五
一
頁 

（
36
）
『
鎌
倉
市
史
』
社
寺
編 

一
九
六
七 

吉
川
弘
文
館 

一
五
〇
頁 

（
37
）
『
鎌
倉
市
史
』
考
古
編 

一
九
六
七 

吉
川
弘
文
館 

五
一
一
頁 

（
38
）「
鎌
倉
史
蹟
め
ぐ
り
会
記
録
（
四
）」
亀
田
輝
時
編
『
鎌
倉
』
第
弐
巻
第
弐
号 

一
九
三
六
・
四 

鎌

倉
文
化
研
究
会 

三
五
頁 

（
39
）
前
掲
註
（
27
） 

（
40
）
『
鎌
倉
の
古
絵
図
Ⅱ
』
14
図
及
び
同
書
一
七
頁 

 

 
 

謝
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本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
ご
所
蔵
者
の
鶴
岡
八
幡
宮
及
び
鎌
倉
市
中
央
図
書
館
に
は
資
料
写
真
の

使
用
承
諾
の
ほ
か
ご
協
力
を
賜
っ
た
。
文
末
な
が
ら
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。 


